
ご退職後の健康保険について

使用期限の切れる健康保険証について

　７４歳までの被保険者がご退職などで健康保険の資格を喪失した場合、引き続き何らかの健康保険
制度への加入が義務付けられています。
　保険料やその他要件等は各お手続き先へご確認ください。

被保険者の退職時や扶養の方を外すときなど、健康保険証の回収にご協力をお願いします。

協会けんぽ くまもと
からのお知らせです全国健康保険協会熊本支部

事業主さまをはじめ皆さまへご回覧ください

任意継続健康保険に関するお問合せ … 096-340-0260  音声案内 1番

健康保険証回収に関するお問い合わせ … 096-340-0260  音声案内 4番

令和5年3月号

選択肢

加入要件

加入期間

１か月の
保険料

資格喪失

協会けんぽの
任意継続健康保険

健康保険証の使用期限を確認しましょう

〇退職日まで
〇75歳誕生日の前日まで

〇被保険者の退職日まで
〇被保険者の75歳誕生日の前日まで
〇被扶養者の75歳誕生日の前日まで
〇扶養を外れる日の前日まで

お住まいの都道府県の協会けんぽ

・退職日までに「継続して２か月以上」の被保険者期間があること
・退職日の翌日から２０日以内に所定の申出書を提出（必着）すること
ただし、２０日目が土・日・祝日の場合は翌営業日まで

最長２年間

・毎月の保険料を納付期限までに納付しなかったとき
・就職等により、健康保険または共済組合等の被保険者となったとき
・被保険者が亡くなられたとき
・被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
・任意継続被保険者でなくなることを希望したとき（※）
※希望により資格喪失する場合、協会けんぽが申出を受理した翌月１日が資格喪失日となります。

退職時の標準報酬月額（令和５年度上限３０万円）
×

お住いの都道府県支部の健康保険料率（４０歳から６４歳の方は、介護保険料率が上乗せ）

ご家族の健康保険
（被扶養者）

ご家族の勤務先お住まいの市町村役場

国民健康保険

※退職日の翌日から就職先等の健康保険等に加入される方は除きます。

お手続き先

（いずれかに該当の
場合、２年経過前に
資格が喪失します。）

ONE
POINT
ONE
POINT 被保険者 被扶養者



令和５年４月スタート 生活習慣病予防健診等の自己負担の軽減

インセンティブ（報奨金）制度の健康保険料率への反映について

お問合せ先 … 096-340-0260  音声案内 5番

お問合せ先 … 096-340-0260  音声案内 3番

全国健康保険協会 熊本支部
協会けんぽ

〒862-8520
熊本市中央区水前寺1-20-22 水前寺センタービル２階

協会けんぽ熊本支部の
メルマガを登録しませんか？
右のコードから登録ページに
アクセスできます。登録は無料です。

□ 各申請書がホームページからダウンロードできます。
□ すべての申請書は、郵送で提出できます。

※内容については､令和5年1月末時点での情報であり、制度改正等で変更になる場合がございます。

ホームページ 協会けんぽ　熊本

生活習慣病予防健診は、生活習慣病の発症や重症化の予防を目的に、35歳
から74歳の協会けんぽの被保険者の方が受けることができる健診です。
年度内にお一人様につき1回、健診費用の補助をしています。

令和３年度取り組み実績

インセンティブ制度の結果反映後の熊本支部の健康保険料率は「10.32％」です。
※令和５年３月（４月納付分）からの健康保険料率です。

※

●令和５年度の取り組み結果は令和７年度の健康保険料に反映されます。
　引き続きご協力をお願いいたします。

令和５年度の健康保険料率を
「0.047％」軽減することが
できました。

総合順位

一般健診
対象：35歳～74歳の被保険者（ご本人）

軽
減
前

最高

7,169円
軽
減
後

最高

5,282円

付加検診 軽
減
前

最高

4,802円
軽
減
後

最高

2,689円

協会けんぽの生活習慣病予防健診は、

※子宮頸がん検診、乳がん検診は、別途自己負担が必要です。

※付加健診とは、節目の年齢において、肝臓、胆のう、腎臓といった腹部の臓器の様子を調べるための腹部超音波検査や、
　高血圧・動脈硬化などを見つける手がかりとなる眼底検査といった、より詳細な健診です。

令和6年4月より、付加健診の対象年齢について、現行の40歳、50歳に加え、
45歳、55歳、60歳、65歳、70歳も対象になります。

メタボリックシンドロームとともに
5大がん までカバー!

血圧測定 血液検査

胃部レントゲン検査

心電図検査

便潜血反応検査

胸部レントゲン検査

尿検査 肺 胃
子宮 乳房

大腸

熊本県内の
健診機関は
こちらから

4位（47支部中）

▲0.047％

インセンティブ制度とは・・
協会けんぽの事業主及び加入者の皆さまの取り組み実績に応じて、インセンティブ（報奨金）が付与され、
それを２年後の『健康保険料率』に反映させるものです。
【評価項目】 （令和３年度）
①特定健診等の受診率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率
⑤ジェネリック医薬品の使用割合

10位
9位
17位
14位
3位


